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○花巻市公共施設予約システムの運用及び利用に関する要綱 

平成22年３月５日告示第51号 

改正 

平成22年12月17日告示第338号 

平成23年４月15日告示第186号 

平成29年３月17日告示第45号 

平成30年８月31日告示第351号 

令和元年９月27日告示第332号 

花巻市公共施設予約システムの運用及び利用に関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、花巻市公共施設予約システム（以下「予約システム」という。）の

運用及び利用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 予約システム 公共施設の利用に係る手続及び事務について、電子計算機を利用

して処理する体系をいう。 

(２) 施設 予約システムを利用して予約を行うことができる公の施設をいう。 

(３) 利用者 予約システムを利用して予約を行うことができる個人又は団体の代表者

をいう。 

(４) ＩＤ 予約システムを利用することができる個人及び団体を識別するために市長

が付与する数字及びアルファベットで構成される文字列（利用者番号）をいう。 

(５) パスワード 予約システムを利用するために市長又は利用者が設定する数字及び

アルファベットで構成される文字列をいう。 

(６) 利用者登録 予約システムを利用して団体名、代表者氏名等必要な事項を登録す

ることをいう。 

(７) 予約 予約システムを利用して行う施設の使用の申込みのことをいう。 

(８) インターネット 複数の電子計算機を相互に接続する通信網のことをいう。 

(９) はなまきナビ！ インターネットを利用して、公共施設の予約やイベント情報の

発信に関するサービスを提供する体系をいう。 
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（提供するサービス） 

第３条 市長（指定管理者の管理する施設にあっては、指定管理者。以下同じ。）は、予

約システムを用いて次に掲げるサービスを利用者に提供するものとする。 

(１) 施設の空き状況及び施設概要に関する情報の提供 

(２) 施設の予約並びに当該予約及び利用状況の確認 

２ 前項に規定するサービスの利用は、インターネットを利用する方法によるものとする。

ただし、同項第１号に掲げるサービスの利用については、携帯電話による通信機能を用

いることができるものとする。 

（対象とする施設） 

第４条 予約システムを用いて、前条に規定するサービスの利用に係る手続を行うことが

できる施設は、別表に掲げる施設とする。 

（利用者登録） 

第５条 第３条第１項第２号に規定するサービスを利用しようとするものは、あらかじめ

市長に申請し、利用者の登録を受けなければならない。 

２ 利用者登録を受けることができる件数は、個人にあっては１人につき１件、団体にあ

っては当該団体を代表する者につき１件とする。ただし、当該団体の事業等に照らして

市長が特に認める場合は、複数の登録をすることができるものとする。 

（利用者登録の申請） 

第６条 前条第１項に規定する利用者登録を受けようとするものは、第４条に規定する施

設において花巻市公共施設予約システム利用者登録申請書（別記様式。以下「申請書」

という。）を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、利用者登録

を受けようとするものを特定するために必要な氏名その他を明らかにする書面等の提示

を求めることができるものとする。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、利用者登録を受けようとする

ものが次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者登録を行わないものとする。 

(１) 申請者が実在しない場合又は登録情報に虚偽の記載をしたもの 

(２) 暴力団（暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員（同法第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しな

いものの統制下にあるもの（以下「暴力団等」という。） 



3/8 

(３) その他、市長が適当でないと認めたもの 

３ 第１項の規定による申請があった場合において、市長は団体名、代表者氏名等を予約

システムに登録するとともに、申請を行ったものに対し、ＩＤ及びパスワード（以下「Ｉ

Ｄ等」という。）を通知するものとする。 

４ 第１項の規定にかかわらず、市長が特に認めるものについては、申請書を提出する方

法によらず利用者登録を行うことができる。 

（利用者登録に係る事項の変更及び廃止の手続） 

第７条 利用者は、利用者登録に係る事項について変更しようとするときは、申請書によ

り遅滞なく市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、パスワードの変更については、予約システムを利用する方

法によることができる。 

３ 利用者登録の廃止については、申請書により市長に届け出なければならない。 

（利用者登録の廃止） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第５条第１項の利用者登録を廃

止するものとする。 

(１) 前条第３項の規定による利用者登録の廃止の申請を受けたとき。 

(２) 不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。 

(３) 登録者への通知又は連絡を行うことができないと認めたとき。 

(４) この要綱の規定に違反したとき。 

(５) 予約システムのほか施設の運営を故意又は重大な過失により破壊若しくは妨害し

たとき。 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市長が予約システム又は施設を利用するものとして

不適格と認めたとき。 

（登録情報の字体） 

第９条 市長は、利用者登録申請書に記載された文字がシステム上表示することが困難で

あると認めるときは、当該文字に類似する文字を当該文字に代えて用いるものとする。

システムを用いて発行する書面についても、また同様とする。 

（手続の種類） 

第10条 利用者は、ＩＤ等を入力することにより、予約システムを利用して次の手続がで

きるものとする。 
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(１) 第３条第１項第２号に規定する施設の予約 

(２) 予約の取消し 

(３) パスワードの変更 

２ 利用者は予約システムを利用して、ＩＤ等の再発行に関する手続ができるものとする。

ただし、市長は、口頭及び電話等によるＩＤ等の問合せには、応じないものとする。 

（施設の予約） 

第11条 予約システムを利用した第３条第１項第２号に規定する施設の予約の受付期間は、

別表に掲げるとおりとする。 

２ 予約をすることができる件数は、５件までとする。 

３ 施設について予約を行ったものは、予約を行った日の翌日から起算して７日以内（花

巻市文化会館においては予約を行った日から起算して７日以内）に、当該予約を行った

施設で使用の許可を受けなければならない。ただし、７日目が施設の休館日に当たると

きは、その前日までとする。 

４ 前項に掲げる期間を経過した予約は、取り消すものとする。 

５ 前２項の規定は、利用する日の４日前から７日前までになされた予約に関しては適用

しない。ただし、この場合においても利用者は、予約後速やかに使用の許可を受けるも

のとする。 

６ 市長は、施設の使用の申込み状況により、予約の内容を変更することができる。 

（利用者の遵守事項） 

第12条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) ＩＤ等を自らの責任をもって管理すること。 

(２) ＩＤ等を第三者に使用させ、又は譲渡しないこと。 

(３) 真に使用する意思のない又は虚偽の予約を行わないこと。 

(４) 予約システムの運用を妨害しないこと。 

（質問等） 

第13条 市長は、予約システムの安定的な運用を確保するために必要があると認めるとき

は、システムの利用者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。 

（個人情報の取扱い） 

第14条 市長は、利用者が申請する登録情報のすべての項目を所有するものとし、個人が

特定できる情報については、予約システムの管理及び施設の利用に関するサービスの目
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的以外での利用及び外部提供は行わない。 

（サービスの停止） 

第15条 市長は、次に掲げる場合には、利用者の了解を得ることなく予約システムのサー

ビスの一部若しくは全部を停止できるものとする。 

(１) 予約システムの定期保守、更新又は緊急に保守を行う場合 

(２) 火災、停電、自然災害等の不可抗力又は第三者による妨害等により予約システム

の運用が困難になった場合 

(３) インターネットを通じての不正な侵入等により予約システムのサービスの提供が

困難と市長が判断した場合 

(４) 前３号のほか、不測の事態により予約システムのサービスの提供が困難と市長が

判断した場合 

（免責） 

第16条 市長は、次に掲げる場合には、利用者に損害が生じてもその責を負わない。 

(１) 前条の規定によりサービスを停止した場合 

(２) 通信の混雑、その他やむを得ない事由によりサービスの利用ができなかった場合 

(３) 利用者の責に帰すべき事由により本意でない予約システムの利用がされ、利用者

又は第三者に損害が発生した場合 

（イベント情報の発信） 

第17条 第５条に規定する利用者登録を受けた利用者は、はなまきナビ！におけるイベン

ト情報の発信に関するサービスが利用できるものとする。ただし、このサービスの利用

に関しては、別に定める利用規約に同意した上で行うものとする。 

附 則 

この告示は、平成22年３月５日から施行する。ただし、第３条第１項の規定は、平成22

年３月15日から施行する。 

附 則（平成22年12月17日告示第338号） 

この告示は、平成22年12月17日から施行する。 

附 則（平成23年４月15日告示第186号） 

この告示は、平成23年５月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月17日告示第45号） 

この告示は、告示の日から施行する。 
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附 則（平成30年８月31日告示第351号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（令和元年９月27日告示第332号） 

この告示は、令和元年10月１日から施行する。 

別表（第４条、第11条関係） 

施設名 予約の受付期間 

花巻市文化会館 利用日の５月前の属する月の初日の正午か

ら利用日の20日前まで 

花巻市定住交流センター 利用日の５月前の属する月の初日の正午か

ら利用日の４日前まで 花巻市総合体育館 

東和コミュニティセンター 

花巻市石鳥谷生涯学習会館 利用日の１月前の属する月の初日の正午か

ら利用日の４日前まで 花北振興センター 

花南振興センター 

湯口振興センター 

湯本振興センター 

矢沢振興センター 

宮野目振興センター 

太田振興センター 

笹間振興センター 

外川目振興センター 

大瀬川振興センター 

八幡振興センター 

新堀振興センター 

田瀬振興センター 

成島振興センター 

谷内振興センター 

花巻市大迫交流活性化センター 

石鳥谷国際交流センター 
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八日市いきいき交流館 

石鳥谷高齢者創作館 

東和高齢者創作館 

東和高齢者コミュニティセンター 

浮田集会所 

内川目地区農村環境改善センター 

亀ケ森地区農業構造改善センター 

大瀬川構造改善センター 

八日市構造改善センター 

八幡交流センター 

八重畑定住促進センター 

新堀ふれあいセンター 

大迫体育館 

石鳥谷体育館 

東和体育館 

花北地区社会体育館 

花南地区社会体育館 

湯口地区社会体育館 

湯本地区社会体育館 

矢沢地区社会体育館 

宮野目地区社会体育館 

宮野目体育センター 

太田地区社会体育館 

笹間地区社会体育館 

外川目地区社会体育館 

成島地区社会体育館 

谷内地区社会体育館 

田瀬地区社会体育館 

二枚橋体育館 
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花巻球場 

大迫野球場 

石鳥谷野球場 

和田多目的広場 

日居城野陸上競技場 

日居城野多目的コート 

日居城野多目的広場 

日居城野テニスコート（クレー） 

日居城野テニスコート（人工芝） 

大迫テニスコート 

石鳥谷ふれあい運動公園 

石鳥谷アイスアリーナ 

石鳥谷柔剣道場 

亀ケ森地区農業者トレーニングセンター 

東和農業者トレーニングセンター 

ビバハウスいしどりや 

東和ふれあい広場（ゲートボール場） 

毘沙門ドーム 

花巻市生涯学園都市会館 利用日の１月前の属する月の５日の正午か

ら利用日の４日前まで 花巻市交流会館（フリースペースを除

く。） 

花巻市民体育館 

別記様式（第６条、第７条関係） 

 


